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(57)【要約】
【課題】外観の意匠性を向上する窓構造、住宅及び枠体
を提供する。
【解決手段】本発明の窓構造（１０）は、建物の外壁に
設けられた窓部材（２０）と、この窓部材（２０）の室
内側、かつ、内方に配置された枠体（３０）とを備えて
いる。枠体（３０）は、水平方向に延びる第１板材（３
１）と、この第１板材（３１）と交差する方向に延びる
第２板材（３２）と、第１板材（３１）及び第２板材（
３２）を囲繞する囲繞板材（３３）とを含んでいる。第
１板材（３１）は、物を載置可能な幅を有する載置板で
ある。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の外壁に設けられた窓部材と、
　前記窓部材の室内側、かつ、内方に配置された枠体とを備え、
　前記枠体は、
　　水平方向に延びる第１板材と、
　　前記第１板材と交差する方向に延びる第２板材と、
　　前記第１板材及び前記第２板材を囲繞する囲繞板材とを含み、
　前記第１板材は、物を載置可能な幅を有する載置板である、窓構造。
【請求項２】
　前記窓部材は、窓枠を含み、
　前記第１板材、前記第２板材、及び前記窓枠が同じ色調で構成されている、請求項１に
記載の窓構造。
【請求項３】
　前記第１板材、前記第２板材、及び前記囲繞板材が同じ色調で構成されている、請求項
１または２に記載の窓構造。
【請求項４】
　前記窓部材は、透明ガラスを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の窓構造。
【請求項５】
　前記窓部材または前記囲繞板材の外周を取り囲むように前記外壁上に設けられた装飾枠
をさらに備える、請求項１～４のいずれか１項に記載の窓構造。
【請求項６】
　１つの外壁に複数の前記枠体が設置され、
　隣り合う前記枠体を内方に配置する前記窓部材間を連結するように前記外壁上に設けら
れた幕板をさらに備える、請求項１～５のいずれか１項に記載の窓構造。
【請求項７】
　前記外壁と、前記外壁と柱を挟んで対向する内壁との間に前記枠体が配置される、請求
項１～６のいずれか１項に記載の窓構造。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の窓構造を備える、住宅。
【請求項９】
　建物の外壁に設けられた窓部材の室内側、かつ、内方に配置される枠体であって、
　水平方向に延びる第１板材と、
　前記第１板材と交差する方向に延びる第２板材と、
　前記第１板材及び前記第２板材を囲繞する囲繞板材とを含み、
　前記第１板材は、物を載置可能な幅を有する載置板である、枠体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窓構造、住宅及び枠体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開平６－４２２７２号公報（特許文献１）、実用新案登録第３０４６９６３号公報（
特許文献２）、特開２００６－３７４４９号公報（特許文献３）、及び実用新案登録第３
０５２０５５号公報（特許文献４）には、建物の外壁に配される窓構造として、窓枠と、
この窓枠の室内側または室外側に配置された格子ユニットとを備えた構造が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開平６－４２２７２号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０４６９６３号公報
【特許文献３】特開２００６－３７４４９号公報
【特許文献４】実用新案登録第３０５２０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１～４に開示された格子ユニットは、格子模様による装飾効果は期待でき
る。しかしながら、上記特許文献１～４に開示された窓構造を外部から視認した場合の意
匠性は十分でない。このため、本発明者は、建物の外部から視認した場合の意匠性をさら
に向上させることを課題とした。
【０００５】
　すなわち、本発明は、外観の意匠性を向上する窓構造、住宅及び枠体を提供することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の窓構造は、建物の外壁に設けられた窓部材と、この窓部材の室内側、かつ、内
方に配置された枠体とを備えている。枠体は、水平方向に延びる第１板材と、この第１板
材と交差する方向に延びる第２板材と、第１板材及び第２板材を囲繞する囲繞板材とを含
んでいる。第１板材は、物を載置可能な幅を有する載置板である。
【０００７】
　本発明の窓構造によれば、枠体は窓部材の室内側かつ内方に配置されているので、枠体
における第１板材と第２板材とで交差する交差部分が建物外部から視認できる。この交差
部分により、外観の意匠性を高めている。それに加えて、水平方向に延びる第１板材は物
を載置可能な幅を有しているので、装飾効果のある物を載置することで、外観の意匠性を
さらに高めることができる。このように、本発明は、第１板材と第２板材との交差部分と
、第１板材の載置板としての機能とによって、外観の意匠性を向上することができる。
【０００８】
　本発明の窓構造において好ましくは、窓部材は、窓枠を含み、第１板材、第２板材、及
び窓枠が同じ色調で構成されている。
【０００９】
　外観から視認される第１板材、第２板材、及び窓枠が同じ色調で構成されているので、
第１板材、第２板材、及び窓枠が統一された外観となる。このため、外観の意匠性をより
向上することができる。
【００１０】
　本発明の窓構造において好ましくは、第１板材、第２板材、及び囲繞板材が同じ色調で
構成されている。
【００１１】
　室内から視認される第１板材、第２板材、及び囲繞板材が同じ色調で構成されているの
で、第１板材、第２板材、及び囲繞板材が統一された内観となる。このため、室内の意匠
性も向上することができる。
【００１２】
　本発明の窓構造において好ましくは、窓部材は、透明ガラスを含む。これにより、外観
から第１板材及び第２板材が容易に視認されるので、外観の意匠性をより向上することが
できる。
【００１３】
　本発明の窓構造において好ましくは、窓部材または囲繞板材の外周を取り囲むように外
壁上に設けられた装飾枠をさらに備えている。
【００１４】
　これにより、窓部材または囲繞板材の周囲に立体感のある装飾枠が設けられるので、外
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観の意匠性をより向上できる。
【００１５】
　本発明の窓構造において、１つの外壁に複数の枠体が設置され、隣り合う枠体を内方に
配置する窓部材間を連結するように外壁上に設けられた幕板をさらに備えていてもよい。
【００１６】
　枠体が内方に位置する窓部材が複数ある場合、幕板により、この窓部材を一体化したよ
うな外観を形成できる。本発明は、このように意匠性を向上した外観を有する窓構造であ
ってもよい。
【００１７】
　本発明の窓構造において好ましくは、外壁と、この外壁と柱を挟んで対向する内壁との
間に、枠体が配置される。
【００１８】
　外壁と内壁との間隔が大きい場合には、外壁と内壁との間に枠体が配置されることによ
って、第１板材の幅を大きくすることが可能となる。このため、第１板材を載置板として
好適に用いることができる。
【００１９】
　本発明の住宅は、上記いずれかに記載の窓構造を備えている。本発明の住宅によれば、
第１板材と第２板材との交差部分と、第１板材の載置板としての機能とによって、外観の
意匠性を向上できる窓構造を備えている。したがって、外観の意匠性を向上できる住宅を
実現できる。
【００２０】
　本発明の枠体は、建物の外壁に設けられた窓部材の室内側、かつ、内方に配置される枠
体であって、水平方向に延びる第１板材と、この第１板材と交差する方向に延びる第２板
材と、第１板材及び第２板材を囲繞する囲繞板材とを含み、第１板材は、物を載置可能な
幅を有する載置板である。
【００２１】
　本発明の枠体によれば、第１板材と第２板材との交差部分と、第１板材の載置板として
の機能とによって、外観の意匠性を向上することができる。したがって、外観の意匠性を
向上できる枠体を実現できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の窓構造、住宅及び枠体は、外観の意匠性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態１における住宅を概略的に示す正面図である。
【図２】本発明の実施の形態１における窓構造を概略的に示し、図３におけるＩＩ－ＩＩ
線に沿った断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１における窓構造を概略的に示し、室内側から見たときの図
である。
【図４】本発明の実施の形態１における枠体の施工方法を説明するための図である。
【図５】図４にける領域Ｖの拡大斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態１における枠体の施工方法を説明するための図である。
【図７】図６における領域ＶＩＩの拡大斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態１における枠体の施工方法を説明するための図である。
【図９】図８における領域ＩＸの拡大背面図である。
【図１０】本発明の実施の形態２における住宅を概略的に示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において同一
または相当する部分には同一の参照符号を付しその説明は繰り返さない。
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【００２５】
　（実施の形態１）
　図１～図９を参照して、本発明の一実施形態の窓構造、住宅及び枠体について説明する
。
【００２６】
　図１に示すように、本実施の形態の建物は、住宅１であり、窓構造１０と、小窓１１と
を備えている。小窓１１は、窓構造１０を構成する窓部材２０よりも小さい。住宅１の外
壁面において、窓構造１０が上方に設けられ、小窓１１が下方に設けられている。小窓１
１には、十字の窓飾り１２が設けられている。
【００２７】
　また、図２に示すように、住宅１は、外壁２と、柱３と、外壁２と柱３を挟んで対向す
る内壁４とを備えている。
【００２８】
　図１及び図２に示すように、窓構造１０は、外壁２に設けられた窓部材２０と、この窓
部材２０の室内側、かつ、内方に配置された枠体３０と、窓部材２０の外周を取り囲むよ
うに外壁上に設けられた装飾枠４０とを備えている。
【００２９】
　窓部材２０は、外壁２に形成された貫通孔に配置されている。窓部材２０は、例えばＦ
ＩＸ窓または外開き窓である。
【００３０】
　窓部材２０は、貫通孔に取り付けられた窓枠２１と、この窓枠２１に嵌入された窓ガラ
スなどの被覆部材２２とを含んでいる。窓枠２１は、例えばサッシなどである。被覆部材
２２は、貫通孔を被覆し、ガラス、アクリル板などを用いることができるが、透明な素材
であることが好ましく、透明ガラスであることがより好ましい。
【００３１】
　この窓部材２０の背面には、枠体３０が配置されている。建物の外部から窓構造１０を
見たときに、枠体３０は、窓部材２０内に包含されている。この枠体３０は、図２に示す
ように、外壁２と、外壁２と柱を挟んで対向する内壁４との間に配置されている。
【００３２】
　図３に示すように、枠体３０は、水平方向に延びる第１板材３１と、この第１板材３１
と交差する方向に延びる第２板材３２と、第１板材３１及び第２板材３２を囲繞する囲繞
板材３３とを含んでいる。第１板材３１、第２板材３２及び囲繞板材３３は、例えば木製
である。
【００３３】
　第１板材３１は、物を載置可能な幅を有する載置板である。第１板材３１は、例えば、
７０ｍｍ以上１５０ｍｍ以下の幅（図８における幅ｘ３１）を有し、２０ｍｍ以上５０ｍ
ｍ以下の見付（図８における見付ｙ３１）を有している。
【００３４】
　この第１板材３１の中央部と直交するように、第２板材３２が設けられている。このた
め、第１板材３１と第２板材３２とで、十字の意匠を形成している。第２板材３２は、例
えば、７０ｍｍ以上１５０ｍｍ以下の幅（図８における幅ｘ３２）を有し、２０ｍｍ以上
５０ｍｍ以下の見付（図８における見付ｙ３２）を有している。
【００３５】
　また、窓枠２１の見付と、第１板材３１及び第２板材３２の見付との比率は、例えば１
以上３以下である。
【００３６】
　第１板材３１及び第２板材３２を取り囲むように、囲繞板材３３が設けられている。囲
繞板材３３は、正面視において略正方形であり、水平方向に間隔を隔てて延びる水平板材
３４、３５と、この水平板材の両端部と連結され、鉛直方向にそれぞれ延びる鉛直板材３
６、３７とを有している。下方の水平板材３４は、物を載置可能な幅を有する載置板であ
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る。下方の水平板材３４は、例えば、７０ｍｍ以上２００ｍｍ以下の幅（図８における幅
ｘ３４）を有している。
【００３７】
　ここで、載置板は物を載置可能な幅を有しているので、第１板材３１及び水平板材３４
には、図３に示すように、例えば、観葉植物、インテリア部品などの小物を載置すること
が可能である。また、第１板材３１及び水平板材３４は、物を載置するので、物を載置す
る程度の耐荷重性能を有しており、例えば３ｋｇ以上、好ましくは１０ｋｇ以上の耐荷重
性能を有している。
【００３８】
　なお、第１板材３１、第２板材３２及び囲繞板材３３には、互いに連結するための金物
が設けられている。金物については、後述する。
【００３９】
　本実施の形態では、外観視において、囲繞板材３３は窓枠２１に隠れて視認されない。
また、囲繞板材３３に囲繞される板材は、第１板材３１及び第２板材３２のみであって、
外観から視認される枠体３０は、十字形状のみである。このため、第１板材３１、第２板
材３２、及び窓枠２１が同じ色調で構成されていると、外観からは第１板材３１、第２板
材３２、及び窓枠２１が一体に見えるので、室外から視認したときの統一感が生じる。ま
た、第１板材３１、第２板材３２、及び囲繞板材３３が同じ色調で構成されていると、室
内からは第１板材３１、第２板材３２、及び囲繞板材３３が一体に見えるので、室内から
視認したときの統一感が生じる。なお、これらは好ましい形態ではあるが、色調は特に限
定されず、例えば、窓枠２１は、第１板材３１及び第２板材３２と異なる色調で構成され
てもよい。
【００４０】
　図１及び図２に示すように、窓枠２１の外周を取り囲むように、外壁上に装飾枠４０が
設けられている。本実施の形態では、装飾枠４０は、窓枠２１の全外周を取り囲んでいる
。装飾枠４０は、第１板材３１及び第２板材３２と同じ色調で構成されていてもよく、異
なる色調で構成されていてもよいが、第１板材３１及び第２板材３２と異なる色調で構成
されていることが好ましく、第１板材３１及び第２板材３２よりも色調が濃いことがより
好ましい。また、装飾枠４０は、木粉が混合された材料で形成された表層を有しているこ
とが好ましい。
【００４１】
　ここで、「色調」とは、色彩の強弱・濃淡の調子を意味する。同じ色調を実現する手段
として、例えば、同じ色彩の材料を用いることが挙げられる。
【００４２】
　例えば、第１板材３１、第２板材３２、窓枠２１、外壁面、及び軒天が白色であり、装
飾枠４０が茶色または緑色であり、第１板材３１及び第２板材３２による十字（図１にお
ける窓枠２１に囲まれた正方形の窓ガラスの奥に見える第１及び第２板材３１、３２によ
るクロスバー）を目立たせて、洋風を連想させるかわいらしい意匠としている。また、出
隅に丸みを持たせることでやさしい意匠としている。このため、本実施の形態の住宅１は
、かわいらしさ及びやさしさを印象付ける外観を実現している。
【００４３】
　続いて、本実施の形態の窓構造１０の施工方法について、図１～図９を参照して説明す
る。
【００４４】
　まず、図１及び図２に示すように、窓部材２０の外周を取り囲むように外壁２上に装飾
枠４０を設ける。
【００４５】
　次に、主に図４～図９を参照して、枠体３０の製造方法について説明する。
【００４６】
　図４に示すように、囲繞板材３３を準備する。囲繞板材３３は、水平板材３４、３５と
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、鉛直板材３６、３７と、金物３８とを有している。下方に位置する水平板材３４は、図
４に示すように断面視においてＬ字状であってもよく、下方に立設された部分が省略され
た平板であってもよい。金物３８は、水平板材３４、３５及び鉛直板材３６、３７の内側
中央にそれぞれ設けられている。なお、水平板材３４、３５及び鉛直板材３６、３７を準
備した後に、金物３８を取り付けてもよい。図５に示すように、金物３８は、板材に当接
する当接部と、この当接部の両端から立設する立設部とを有するコ字状である。立設部が
内方に向けて延びるように配置し、水平板材３４、３５及び鉛直板材３６、３７のそれぞ
れに当接部を当接して、例えばネジで締結する。
【００４７】
　また、図６に示すように、第１板材３１を準備する。第１板材３１には、水平方向に延
びる一端に切欠き３１ａが形成されている。また、図７に示すように、側端には溝が形成
されており、この溝にコ字状の金物３９が取り付けられている。この金物３９には、第１
板材３１の脱落を防止する戻り止めが形成されている。側端における一端側には凸部３１
ｂが形成されている。
【００４８】
　次に、図８に示すように、囲繞板材３３に、水平方向に第１板材３１を取り付ける。具
体的には、第１板材３１の切欠き３１ａを室内側に位置させて、図６の矢印に沿って、囲
繞板材３３の鉛直板材３６、３７の金物３８に、第１板材３１の金物３９を差し込むよう
に、鉛直板材３６、３７に第１板材３１をスライドさせると、金物３８に対して金物３９
に形成されている戻り止めが機能して、凸部３１ｂが鉛直板材３６、３７に係止されるの
で、スライドが止まる。これにより、図９に示すように、金物３８、３９が係合される。
【００４９】
　また、図８に示すように、第２板材３２を準備する。第２板材３２は、鉛直方向に延び
る一端に切欠き３２ａが形成されている。第２板材３２の切欠き３２ａは第１板材３１の
切欠き３１ａと係合し、切欠き３１ａ、３２ａはそれぞれの中央に形成されている。また
、図７に示す第１板材３１と同様に、第２板材３２の側端には溝が形成されており、この
溝にコ字状の金物３２ｂが取り付けられている。この金物３２ｂには、第２板材３２の脱
落を防止する戻り止めが形成されている。上方に位置する側端の他端側には凸部３２ｃが
形成されている。
【００５０】
　次に、囲繞板材３３に取り付けられた第１板材３１に、第２板材３２を取り付ける。具
体的には、第２板材３２の切欠き３２ａを室外側に位置させて、図８の矢印に沿って、第
１板材３１の切欠き３１ａに第２板材３２の切欠き３２ａを挿入する。また、囲繞板材３
３の水平板材３４、３５の金物３８に、第２板材３２の金物３２ｂを差し込むように、水
平板材３４、３５に第２板材３２をスライドさせると、金物３８に対して金物３２ｂに形
成されている戻り止めが機能して、凸部３２ｃが水平板材３５に係止されるので、スライ
ドが止まる。これにより、図９に示す第１板材３１の金物３９と鉛直部材３７の金物３８
との係合と同様に、第２板材３２の金物３２ｂと水平部材３４、３５の金物３８とが係合
される。
【００５１】
　以上の工程を実施することにより、水平方向に延び、物を載置可能な幅を有する載置板
である第１板材３１と、第１板材３１と交差する方向に延びる第２板材３２と、第１板材
３１及び第２板材３２を囲繞する囲繞板材３３とを含む枠体３０を製造できる。
【００５２】
　そして、図１～図３に示すように、製造した枠体３０を、住宅１の外壁２に設けられた
窓部材２０の室内側、かつ、内方に配置する。具体的には、外壁２と、この外壁２と柱３
を挟んで対向する内壁４との間に、室内側から枠体３０を嵌め込む。これにより、枠体３
０は、窓枠２１に載置される。
【００５３】
　以上の工程を実施することにより、建物の外壁に設けられた窓部材２０と、この窓部材
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２０の室内側、かつ、内方に配置された枠体１０とを備える窓構造１０を施工できる。
【００５４】
　本実施の形態の窓構造１０及び住宅１は、枠体３０を備えている。枠体３０は窓部材２
０の室内側かつ内方に配置されているので、枠体３０における第１板材３１と第２板材３
２とで交差する交差部分（本実施の形態では直交部分）が住宅１の外部から視認できる。
この交差部分により、外観の意匠性を高めている。特に、上記特許文献１～４に開示され
ている碁盤の目のような格子形状と異なり、本実施の形態では囲繞板材３３内に包含され
る板状部材は第１板材３１及び第２板材３２のみで構成される十字形状としているので、
洋風を連想させるかわいらしさを表現できる。
【００５５】
　また、水平方向に延びる第１板材３１は物を載置可能な幅を有しているので、装飾効果
のある物を載置することができる。このため、第１板材３１上に小物を載置することで、
印象的な空間を作ることができる。また、枠体３０が設けられた窓部材２０のそれぞれに
独自の外観を形成できるので、個性のある窓構造１０を実現できる。
【００５６】
　したがって、本実施の形態の窓構造１０、住宅１、及び枠体３０は、第１板材３１と第
２板材３２との交差部分と、第１板材３１の載置板とによって、外観の意匠性を向上する
ことができる。
【００５７】
　なお、本実施の形態では、建物として住宅を例に挙げて説明したが、本発明の建物は住
宅に限定されない。しかし、本発明は、建物の使用者の個性を表現できる印象的な窓構造
を実現できるので、住宅に好適であり、特に戸建住宅に好適である。また、本実施の形態
の枠体３０は、第１板材３１を載置板として用いるので、外壁２と内壁４との間に位置す
る柱３が太く、外壁２と内壁４との距離が大きい躯体に対して、好適である。
【００５８】
　ここで、本実施の形態では、囲繞板材３３に囲繞される板材は、第１板材３１及び第２
板材３２のみであるが、本発明の枠体において、囲繞板材３３に囲繞される板材の数は特
に限定されず、水平方向及び鉛直方向に延びる板材はそれぞれ複数でもよく、斜めに延び
る板材をさらに含んでいてもよい。また、本実施の形態の第２板材３２は、鉛直方向に延
びるように配置されているが、本発明の第２板材は、第１板材３１と交差する方向であれ
ばよい。
【００５９】
　また、本実施の形態では、外観視において囲繞板材３３は窓枠２１に隠れて視認されな
いが、囲繞板材３３が視認されてもよい。この場合、装飾枠４０は、窓枠２１の外周を取
り囲むように設けられてもよく、囲繞板材３３を取り囲むように窓枠２１上に設けられて
もよい。
【００６０】
　また、本実施の形態では、窓構造１０が上方に設けられ、小窓１１が下方に設けられて
いるが、窓構造１０が下方に設けられ、小窓１１が上方に設けられていてもよい。また、
本実施の形態では、第１板材３１及び第２板材３２の十字形状の意匠と調和させるように
、小窓１１を設けて十字形状の窓飾り１２を形成しているが、小窓１１及び窓飾り１２は
省略されてもよい。小窓１１及び窓飾り１２が省略された場合であっても、窓構造１０は
外壁面における上半分の領域に配置されていることが好ましい。また、本実施の形態では
、窓部材２０と小窓１１とは左右非対称に配置されているが、任意の位置に配置できる。
【００６１】
　（実施の形態２）
　図１０に示す実施の形態２の窓構造１５及び住宅５は、図１に示す実施の形態１の窓構
造１０及び住宅１と基本的には同様の構成を備えているが、１つの外壁に複数の枠体３０
が設置されている点において主に異なっている。
【００６２】
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　具体的には、本実施の形態の住宅５は、図１０に示すように、１つの外壁に窓部材２０
が複数設けられている。それぞれの窓部材２０の室内側、かつ、内方に枠体３０が配置さ
れている。本実施の形態では、上層階及び下層階に位置する２つの窓部材２０に対して、
枠体３０がそれぞれ配置されている。
【００６３】
　隣り合う窓部材２０間を連結するように、外壁上に幕板５０が設けられている。具体的
には、上層階の窓部材２０の窓枠２１の下端縁と、下層階の窓部材２０の窓枠２１の上端
縁との間に幕板５０が配置されている。幕板５０は、例えば、木目調柄の化粧板などを用
いることができる。
【００６４】
　上層階及び下層階の窓枠２１と幕板５０との外周を取り囲むように、装飾枠４０が設け
られている。幕板５０及び装飾枠４０は、第１板材３１及び第２板材３２と異なる色調で
構成されており、第１板材３１及び第２板材３２よりも色調が濃いことが好ましい。この
場合、落ち着いた印象を与える外観となる。
【００６５】
　なお、図１０では、２つの窓部材２０及び枠体３０は、鉛直方向に設けられているが、
窓部材２０及び枠体３０の数は限定されず、３つ以上であってもよい。また、複数の窓部
材２０及び枠体３０の配置は限定されず、水平方向に隣り合うように配置されていてもよ
い。
【００６６】
　以上説明したように、本実施の形態の窓構造１５及び住宅５は、１つの外壁に複数の枠
体３０が設置され、隣り合う枠体３０を内方に配置する窓部材２０間を連結するように外
壁上に設けられた幕板５０をさらに備えている。この幕板５０により、上下階に位置する
複数の枠体３０及び窓部材２０を一体化したような外観を形成できる。このように、本発
明は、図１０に示すような意匠性を有する窓構造１５を実現することもできる。
【００６７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【符号の説明】
【００６８】
　１，５　住宅、２　外壁、３　柱、４　内壁、１０，１５　窓構造、１１　小窓、１２
　窓飾り、２０　窓部材、２１　窓枠、２２　被覆部材、３０　枠体、３１　第１板材、
３１　第２板材、３１ｂ，３２ｃ　凸部、３２ｂ，３８，３９　金物、３３　囲繞板材、
３４，３５　水平板材、３６，３７　鉛直板材、４０　装飾枠、５０　幕板、ｘ３１，ｘ
３２，ｘ３４　幅、ｙ３１，ｙ３２　見付。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月3日(2017.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上層階及び下層階を有する建物の前記上層階の外壁に設けられ、透明ガラスを含む窓部
材と、
　前記窓部材の室内側、かつ、内方に配置された枠体とを備え、
　前記枠体は、
　　水平方向に延びる第１板材と、
　　前記第１板材と交差する方向に延びる第２板材と、
　　前記第１板材及び前記第２板材を囲繞する囲繞板材とを含み、
　前記第１板材は、物を載置可能な幅を有する載置板である、窓構造。
【請求項２】
　前記窓部材は、窓枠を含み、
　前記第１板材、前記第２板材、及び前記窓枠が同じ色調で構成されている、請求項１に
記載の窓構造。
【請求項３】
　前記第１板材、前記第２板材、及び前記囲繞板材が同じ色調で構成されている、請求項
１または２に記載の窓構造。
【請求項４】
　前記窓部材または前記囲繞板材の外周を取り囲むように前記外壁上に設けられた装飾枠
をさらに備える、請求項１～３のいずれか１項に記載の窓構造。
【請求項５】
　１つの外壁に複数の前記窓部材が設置され、
　隣り合う前記窓部材間を連結するように前記外壁上に設けられた幕板をさらに備える、
請求項１～４のいずれか１項に記載の窓構造。
【請求項６】
　前記外壁と、前記外壁と柱を挟んで対向する内壁との間に前記枠体が配置される、請求
項１～５のいずれか１項に記載の窓構造。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の窓構造を備える、住宅。
【請求項８】
　上層階及び下層階を有する建物の前記上層階の外壁に設けられ、透明ガラスを含む窓部
材の室内側、かつ、内方に配置される枠体であって、
　水平方向に延びる第１板材と、
　前記第１板材と交差する方向に延びる第２板材と、
　前記第１板材及び前記第２板材を囲繞する囲繞板材とを含み、
　前記第１板材は、物を載置可能な幅を有する載置板である、枠体。
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